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5．「屋外広告物の規制」 

都市の景観は，自然や建築物だけでなく，あらゆる都市活動から生み出されるものであり，屋

外広告物もその一つです。 

京都市では，京都市屋外広告物等に関する条例に基づき，市内全域で屋外広告物規制区域等

を指定し，地域ごとの景観特性に応じた屋外広告物に関する許可基準を定めるとともに，優良

な屋外広告物に対する支援制度を設けることで，美しく品格のある都市景観の形成を図ってい

ます。 

（１）屋外広告物の許可件数等の推移 

ア  許可件数 

 

 

 

屋外広告物を表示するためには，あらかじめ許可を受けなければなりません。許可には，

屋外広告物の種類によってそれぞれ有効期間が定められており，ポスターや立て看板などは

３箇月以内（短期屋外広告物），建築物などに定着させる屋外広告物などは３年以内（長期屋

外広告物）となっています。 

平成２４年度からの屋外広告物対策の抜本的な取組の強化により，平成２５年度以降の屋

外広告物の許可件数は，それ以前と比べて大幅に増加しています。 

 

 

 

屋外広告物の許可件 の推移 

平成 25年度から許可件 は大幅な増加 

図表 2-5-1 
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イ  許可個数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外広告物の許可申請では，複数個の屋外広告物をまとめて一度に許可申請されることも

あります。許可物件を屋外広告物の個数単位で計上したものが上図です。許可の個数は，長

期屋外広告物では，１件当たりの個数が多いポスターが大半を占めています（なお，許可件

数では，懸垂幕が大半を占めています。）。 

  

短期屋外広告物の許可個 の推移 

長期屋外広告物の許可個 の推移 

許可の大半を占めるのは， 

長期屋外広告物では「建築物等定着型」，短期屋外広告物では「ポスター」 

図表 2-5-2 

図表 2-5-3 

（その他：アドバルーン，懸垂幕，横断幕，のぼり，小旗） 
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ウ  その他の広告物の許可 

その他にも，あらかじめ許可が必要なものとして，市内を走る路線バスや鉄道などの車体

に表示する「車体広告物」があります。 

また，建築物の窓などの室内側から屋外に向けて表示する「特定屋内広告物」についても，

事前に届け出を行っていただくこととなります。 

 

（２）屋外広告物の許可事例 

京都市では，地域ごとの景観特性に応じて定められた，屋外広告物の「表示位置」や「大

きさ」，「色彩」などのきめ細やかな基準に基づいて許可を行っています。許可を受けた事例

には，例えば，ドラッグストアやコンビニエンスストア，飲食店や郵便局など，全国で展開

しているチェーン店等で見られる標準仕様の広告物のデザインを，京都市の基準に合うもの

にアレンジしていただいたものがあります。

屋外広告物の許可事例（「京のサイン」から） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ツルハドラッグ） 

 

（みずほ銀行） 

 

 

 

 

 

 

 

 ラーメン横綱  

 

 

 

 

                            

                                

 

                                  （東急ハンズ） 

 

特定屋内広告物の届出件 の推移 車体広告物の許可件 の推移 図表 2-5-4 図表 2-5-5 

図表 2-5-  
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（３）屋外広告物対策の抜本的な取組の強化 

京都市では，歴史都市・京都のすばらしい景観を将来に引き継ぐため，平成１９年９月１

日に京都市屋外広告物等に関する条例を改正し施行しました。 

平成２４年度からは，屋外広告物適正化の取組を抜本的に強化し，７年間の経過措置期間

が終了する平成２６年８月末までに，市内全域の適正表示に向け，①屋外広告物制度の定着

促進，②是正のための指導の強化と支援策の充実，③京都にふさわしい広告物の普及啓発を

３本柱として，集中的に取り組みました。 

その結果，平成２６年９月の条例完全施行時には，８割を超える屋外広告物が条例の趣旨

に沿った形で表示いただくことができました。 

さらに，残る広告物についても，広告景観の向上を実感していただくため，景観支障の大

きな屋外広告物から是正指導に取り組みました。令和２年３月末時点では，適正表示率は９

割を超え，４４，０００件を超える屋外広告物が適正に表示されるようになりました。 

これからも引き続き，違反広告物に対しては，法的措置も視野に入れた是正指導に取り組

み，京都にふさわしい広告景観の創出に向け取り組んでいきます。 

 

 

 

 

 

屋外広告物適正化事例 

（適正化前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（適正化後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2-5-7 
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（４）屋外広告物の助成制度 

 

 

 

京都市では，京都にふさわしい広告物の普及を促進し，広告景観を更に向上させるため，

優良なデザインの屋外広告物やのれん・ちょうちん，地域において洗練された統一感や良質

な景観を演出できる商店街などの統一看板や共同看板の設置に対して，補助金を交付してい

ます。 

なお，利用した広告物の設置は，平成２８年度から令和元年度までの４年間で３００件を

超えています。 

（５）市民との協働による取組事例 

 

 

 

美しい景観を形成し，守っていくためには，市民の皆様と協力し，共に取り組んでいくこ

とが必要不可欠です。そこで京都市では，京都の美しい景観を自らの手で守っていこうとす

る市民の皆様を「京（みやこ）・輝き隊」として認定しています。 

「京・輝き隊」とは，路上の電柱等に取り付けられたはり紙や立て看板等の違反広告物を

自らの手で除却していただくために，市長が持つ違反広告物の除却に関する法的権限を委任

した市民共汗サポーターの名称です。この制度により，市民の皆様に違反広告物をなくす活

動に御協力いただいています。令和２年３月末現在，２８８名の方々が「京・輝き隊」に登

録されています。 

優良屋外広告物補助金交付事例 

 
令和元年度実績 

  

 

「京・輝き隊」の登録状況及び活動実績の推移 

 

  

 

優良な屋外広告物に対する助成制度の推  

図表 2-5-8 

京都の美しい景観を自らの手で守る，市民協働の取組の推  

図表 2-5-9 
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6．「歴史的な町並みの保全・再生」 

京都には，伝統的な建造物やそれらが一体となって形成する歴史的な町並みが数多く残っ

ています。これらの町並みは，京都の伝統的な建築様式と生活文化を今に伝えています。 

そこで，京都市では，歴史的な町並みや特色ある市街地景観が形成されている地域につい

ては，地区を指定し，それぞれの地区ごとに景観特性を守り，活かすための詳細な計画等を

定めることで，町並み全体の保全・再生を図っています。また，これらの地区の建造物の修

理・修景工事に必要な費用の一部を助成し，町並みの保全・再生に努めています。 

さらに，景観形成上重要な建造物については，景観重要建造物などに指定し，その外観の

修理・修景工事に必要な費用の一部を助成することで，以後の景観形成の核となるよう保全・

再生を図っています。 

また，平成２９年１１月に「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」を制定し，市域に

数多く残る京町家を取り巻く状況を把握し，その保全・再生・活用に取り組んでいます。 

（１）地区指定による歴史的な町並み景観の保全・再生の取組状況 

ア  地区指定の状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

京都市では，歴史的な町並み景観を保全・再生するため，文化財保護法に基づく伝統的建

造物群保存地区（４地区を指定），京都市市街地景観整備条例に基づく歴史的景観保全修景地

区（３地区を指定）及び界わい景観整備地区（８地区を指定）の制度を活用し，指定地区ご

とに策定した計画や基準に基づいた修理・修景を求めています。

地区指定の状況 

 

指定地区ごとの計画・基準に基づいた修理・修景の推  

図表 2- -1 
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イ  指定地区内の町並みの様子 

 

 

各指定地区内の歴史的な町並み景観の保全・再生状況について，それぞれの地区内の町並

みを定点観測することにより把握していきます。 

 

各指定地区内の保全・再生の状況 
 

■ 伝統的建造物群保存地区 

嵯峨鳥居本伝統的建造物群保存地区 

（平成 11 年） （令和２年８月） 

  

上賀茂伝統的建造物群保存地区  

（平成 13 年） （令和２年８月） 

  

祇園新橋伝統的建造物群保存地区 

（昭和 50 年） （令和２年８月） 

 

 

 

 

 

 

歴史的な町並みの保全・再生状況を継続的にチェック 

図表 2- -2 
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産寧坂伝統的建造物群保存地区 

（昭和 40 年代頃） （令和２年８月） 

■  

 

■ 歴史的景観保全修景地区 

祇園縄手・新門前歴史的景観保全修景地区 

（平成 10 年） （令和２年８月） 

  

祇園町南歴史的景観保全修景地区 

（平成 11 年） （令和２年８月） 

 

 

 

 

 

上京小川歴史的景観保全修景地区  

（平成４年） （令和２年８月） 
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■ 界わい景観整備地区 

本願寺・東寺界わい景観整備地区 

（平成 1 年） （令和２年８月） 

  

上賀茂郷界わい景観整備地区  

（平成９年） （令和２年８月） 
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ウ  助成制度の活用状況 

 

 

指定地区内の歴史的な町並み景観の保全に必要な外観に係る修理・修景に対して，その費

用の一部を補助しています。補助金額の上限は，地区や対象物件により異なりますが，例え

ば伝統的建造物群保存地区の「伝統的建造物」については，６００万円を上限に，外観の修

理・修景に必要な費用の４／５以下を補助しています。 

各指定地区内における修理・修景に対する助成件 ・補助金総額の推移 
 

 

歴史的な町並み景観の保全に寄与する修理・修景に対して積極的に助成 

図表 2- -3 
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エ  助成制度の活用による修理・修景の事例 

（２）建造物単体指定による歴史的町並み景観の保全・再生の取組状況 

ア  建造物単体の指定状況 

 

 

令和元年度までの建造物単体の指定件数は，歴史的風致形成建造物は１２０件，景観重要

建造物は１１４件，歴史的意匠建造物は１０７件となっています。 

 

京都市では，様々な制度を活用しながら，地域の景観形成上重要な歴史的な建造物などを

指定して，これらの建造物を核とした景観の保全・再生に取り組んでいます。 

平成２６年度からは，京町家等に加え，新たに寺社や近代建築物等について，景観重要建

造物等への指定を実施しています。

建造物単体の指定件 の推移 累積  
 

 

助成制度の活用による修理・修景の事例 
 

祇園縄手・新門前 歴史的景観保全修景地区の事例 

 

 

 

 

 

 

 

（修理前） 

 

 

 

 

 

 

 

 修理後  

 ・地区の景観特性に合った修景を行いました。 

 

図表 2- -4 

地域景観を形成するうえで重要な要素となる歴史的な建造物を着実に指定 

図表 2- -5 

※ 複 の指定制度により重複して指定を受けているものは各々の件 として計上しています。 
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イ  指定建造物の事例 

ウ  助成制度の活用状況 

 

 

指定建造物の修理・修景に対する助成件 ・補助金総額の推移 

 

指定建造物の事例 景観重要建造物  
 

津田邸（令和元年度指定） 紫明会館（令和元年度指定） 

  

 

制度の特徴 
 

 制度の特徴 

景観重要建造物 

（景観法） 

・地域の自然，歴史，文化等から見て，景観上特徴的な外観を有する建造

物のうち，良好な景観の形成に重要な建造物を指定 

・対象区域は景観計画区域 

歴史的風致形成建造物 

（歴史まちづくり法） 

・京都固有の歴史や伝統を反映した人々の活動や営みを今も伝える町並みを

形成する歴史的な建造物のうち，その町並みの維持・向上に重要な建造物

を指定 

・対象区域は歴史的風致維持向上計画における重点区域 

歴史的意匠建造物 

（京都市市街地景観整

備条例） 

・歴史的な意匠を有し，地域の景観のシンボル的な役割を果たしている建造

物を指定 

 

図表 2- -  

図表 2- -7 

指定建造物の歴史的な様式を保全するための修理・修景に対して積極的に助成 

※ 複 の指定制度により重複して指定を受けているものは各々の件 として計上しています。 

図表 2- -8 
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指定された建造物については，その所有者に対して建造物の保全措置等に関する制約や負

担が生じることから，その建造物の歴史的な様式を保全するために必要な外観に係る修理・

修景に対して，その費用の一部を補助しています。 

補助金の上限額や補助対象は，制度ごとに以下のとおりとなっています。平成２６年度に

は，景観重要建造物の修理・修景工事に対する補助金上限額を６００万円から１，０００万

円に増額しています。 

 

 

 

エ  助成制度の活用による修理・修景の事例 

助成制度の活用による修理・修景の事例 
 

景観重要建造物 奥田邸 

（修理前） （修理後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・屋根を修理しました。  

 

補助金の内訳 
 

 補助率 
補助金 

上限額 
対象範囲 

景観重要建造物 修理・修景費用の

2／3以下 

1000 万円 

 

外観の修理・修景及び外観の保

持に必要な構造補強等 

歴史的風致形成建

造物 

修理・修景費用の

1／2以下 

300 万円 

歴史的意匠建造物 修理・修景費用の

1／2以下 

400 万円 外観のうち，道路その他の公共の

場所から見える部分の修理・修景 

 

図表 2- -9 

図表 2- -10 
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（３）市民との協働による取組事例 

東山区の元吉町町内会では，火災発生時

の初期消火用として，「京都市祇園新橋伝

統的建造物群保存地区」内に，小型消火栓

を設置しています。 

今回，同町内会が，当該消火栓のホース

格納庫及び，電気メーターの修景事業を実

施されるにあたり，「令和元年度京都市伝

統的建造物群保存地区補助金」が活用され

ました。 

 

 

 

町内会による消火栓の修景の補助 
 

 

図表 2- -11 
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7．公共施設に関する様々な取組 

（１）近年の公共建築物の建築デザイン 

 

 

京都市では，「京都市公共建築デザイン指針（平成１２年３月策定）」において公共建築の

役割の一つとして，「次世代に向けての『模範』としての役割」を位置付けており，模範的・

先導的に良好な町並み景観や地域の個性を形成することを目指しています。 

 

 

 

 

 

 

デザイン基準を活かした公共建築物の事例（令和元年度竣工） 
 

京都市宝が池公園運動施設体育館 

 

 

  

 

 北山通り，松ヶ崎街道からの「妙」を望む景観に

配慮し，体育館アリーナ部を地階に設けることで

高さを抑える計画とした。 

 屋根構造を最大限薄くすることで，十分な天井

高を確保しつつ，屋根高さを抑え，周囲の山並

みと呼応する３寸勾配の低く穏やかな屋根として

いる。東西面の外壁は，下部にみやこ杣木（市

内産木材）を使い落ち着いた印象にし，上部に

カーテンウォールを設けることで，大屋根が緑の中

に浮かび上がるイメージとしている。 

深草墓園集会室棟 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 アプローチ部分に屋根をかけ，ベンチを設けるこ

とで，待合的な要素をもたせた。また，みやこ杣

木（市内産木材）を使用した柱，梁，待合ベ

ンチ壁を見せるなど，木の温かみをアピール。特定

の宗教を問わず利用される墓園であるため，平

瓦（いぶし）やアクセントになる建具を採用するな

ど，風致地区でありながら和になりすぎない外観と

した。 

 

デザイン基準を活かした公共建築物による良好な町並み景観，地域の個性の形成 

図表 2-7-1 

外観デザインのポイント 

外観デザインのポイント 
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（２）無電柱化の推進 

 

 

京都市では，景観の保全・再生を推進する主要な地域や幹線道路において，無電柱化を行

っています。令和元年度までに，約６１キロメートルの整備が完了しました。 

 

また，更なる無電柱化の推進に向け、長期的な整備方針と

なる「今後の無電柱化の進め方」を平成３０年１２月に策定

し、今後概ね１０年間で整備を目指す道路（具体的な線路）

を示した「実施計画」を平成３１年３月に策定しました。 

 

 

 

  

無電柱化事業の事例 
 

小川通（工事：平成 2４年度～平成 2９年度 電柱撤去：平成 2８年度） 

（整備前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 整備後  

先斗町（工事：平成２８年度～ 令和３年度 電柱撤去予定：令和３年度※）               

（整備前） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 整備後  

 ※先斗町公園以北は令和元年度完成・電柱 

  撤去 

 

歴史的な町並みなどでの無電柱化を着実に推  

図表 2-7-2 

「今後の無電柱

化の め方」 
 

 

図表 2-7-3 
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今後概ね 10 年間で整備を目指す道路（一覧表：平成３１年３月） 
 

 

図表 2-7-4 
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今後概ね 10 年間で整備を目指す道路（箇所図） 
 

 

図表 2-7-5 
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8．景観政策の推進に向けた様々な取組 

（１）「京都景観ゼミナール」の開講 

景観まちづくりの担い手など対象に，「景観まちづくり」に関する基礎知識や，景観を見た

り考えたりするポイントなどを体験的に学ぶことができる連続講座を開講し，景観づくりに

取り組む方の育成を目指しています。 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年度 京都景観ゼミナール 
 

日 程 内 容 

第 1回  10／3 （木）19：00～21：00 『そもそも「景観」って何なのかな？』 

第 2回  10／18（金）19：00～21：00 『景観はどのように見たらいいのかな？』 

第 3回  11／10（日）13：00～17：00 『景観視点でまちを探索しよう！』 

第 4回  11／15（金）19：00～21：00 『景観視点でまちを診断しよう！』 

第 5回  11／29（金）19：00～21：00 『まちの将来像を描こう！』 

第  回  12／13（金）19：00～21：00 『広がる，広げる景観まちづくり』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和元年度 グループワークと最終発表会 

○ 京都景観ゼミナールの実施状況 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

受講者  ２３名 １４名 ― １７名 １８名 

修了者 ※ １６名 ７名 ― ７名 １２名 

 

図表 2-8-1 

※全６回の講座の内， 回以上受講いただいた方には修了証をお渡ししています。 

※平成 28 年度までは「地域景観づくり講座」として実施しました。 

※平成 29 年度は新景観政策１０周年記念事業として，連続講座を実施しました。 
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（２）「京の景観ガイドライン」 

「京の景観ガイドライン」は，景観政策で実施している建築物や屋外広告物に関する規制

等を分かりやすく示した手引書としてまとめたものです。内容は「建築物の高さ編」，「建築

デザイン編」，「眺望景観編」,「広告物編」で構成しており，それぞれのデザイン基準や手続

について事例を交えて解説しています。 

 

（３）「京のサイン」の改訂 

平成２４年度からの抜本的な取組の強化の成果や全国に展開されている企業の京都仕様

のサインなどの屋外広告物の代表事例を掲載したリーフレット「京のサイン」を令和元年５

月に発行しました。 

今回の発行は，平成２８年４月に発行された「京のサイン増補版」を改訂したものです。

「京の景観ガイドライン」 
 

【建築物の高さ編】 

（平成25年3月新規

作成） 

【建築デザイン編】 
（令和 2 年 4 月改
訂，平成21年3月初
版公開） 

【眺望景観編】 
（平成30年9月新規
作成） 

【広告物編】 

（令和 2 年 4 月改

訂，平成21年3月初

版公開） 

    

 

 

「京のサイン」 

図表 2-8-2 

※京の景観ガイドラインは本市ＨＰからもダウンロードが可能です。 

（http://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000146248.html） 

 

図表 2-8-3 
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（４）京都市屋外広告物印象評価等アンケートの実施（平成２７年１０月～１１月実施） 

 平成２６年９月，京都市屋外広告物等に関する条例が完全施行され，条例施行までの適正

化の取組により，本市の広告景観が大きく変化しました。この効果を検証するとともに，今

後の課題を分析・整理し，更なる良好な広告景観の創出に活用するため，京都市民や本市を

訪れる日本人・外国人観光客に対し，アンケートを実施しました。 

 

＜アンケート結果等＞ 

① 本市屋外広告物の規制についての評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート結果（本市屋外広告物の規制についての評価） 

 

 ＜主要調査・京都市民＞ 

 

「とてもよい」，「よい」と答えた回答者

は全体の  7％，「とてもよくない」，

「よくない」は  ％であった。 

 ＜補助調査・日本人観光客＞ 

 

「とてもよい」「よい」と答えた回答者は

全体の 70％であり，「とてもよくな

い」「よくない」は 3％で，「どちらとも

言えない」20％，「わからない」は 

4％であった。 

 ＜補助調査・外国人観光客＞ 

 

「とてもよい」「よい」と答えた回答者は

全体の 51％であり，「とてもよくな

い」「よくない」は 8％，「どちらとも言

えない」は 24％，「わからない」は 

14％であった。 

 

図表 2-8-4 
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② 適正化前後のイメージの写真を比較して「京都の景観にふさわしいか」の印象の評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，地域によって規制の内容が異なることや，地域の持つイメージが広告物の印象に影

響を与えることがあるため，対象となる屋外広告物が設置されているエリアを「商業集積地

（駅周辺，繁華街等）」，「準商業集積地（町家等）」，「歴史的街区（上賀茂，産寧坂，祇園新

橋等）」，「郊外幹線道路（国道等）」の４つに分類して調査を行いましたが，いずれのエリア

においても「屋外広告物のない方が評価が高い」「看板が小さい方が評価が高い」「赤よりも

白を主要色とした方が評価が高い」という結果が得られました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

通りの景観の評価（※）結果 

 

四条通高倉から東方向 

   

平均点 ２．６２  平均点 ３．３１ 

 

四条河原町南側 

   

平均点１．８２  平均点３．３２ 

 
 
 

アンケート結果（適正化前後のイメージの写真を比較して「京都の景観にふさわしいか」の印象の 

評価） 

屋上広告物の評価 屋上広告物がない方が評価が高く（京都の景観にふさわしい），屋上広告

物を禁止したことに対して一定市民の賛同が得られていると考えられます。 

通りの景観の評価 四条通，河原町通の景観は適正化後の評価が高く，本市の取組が評価さ

れていると考えられます。 

大きさの評価 広告物の大きさは，壁面看板や文字看板などいずれもが大きいものより小さい

ものの方が評価が高く，京都の景観にふさわしいと評価されています。 

色彩の評価 広告物の形状に関わらず，赤よりも白を主要色とした広告物の方が市民の評

価が高い結果となりました。 

和風の素材の評価 和風の素材を用いた広告物への評価が高かったことから，和風の素材は，京

都にふさわしい印象形成に有効であるとの結果となりました。 

車体広告の評価 部分広告のラッピングバスよりも全面広告のラッピングバスの方が評価が高くなり

ました。 

 

図表 2-8-5 

図表 2-8-  

※写真の印象の評価は 段階として 点～１点に点 化した。 

 

点数 評価 

５ ふさわしい 

４ ややふさわしい 

３ どちらでもない 

２ ややふさわしくない 

１ ふさわしくない 
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（５）「新景観政策の更なる進化」に向けた都市計画の見直し 

平成１９年から実施している「新景観政策」の更なる進化を検討するため，平成３０年度

に有識者等による「新景観政策の更なる進化検討委員会」を設置し，平成３１年４月に同委

員会から「答申」が提出されました。 

 その後，令和元年度に，市民意見募集や関係条例の改正，都市計画の変更手続等を行い，

地域の特性に応じたきめ細やかな景観形成を図るため，建築物の景観に関する規制の見直し

を行いました。また，「地域のまちづくりの推進と特例制度の活用」について，令和元年度に

検討の方向性について市民意見を募集し，検討を進めてきました。 

＜地域の特性に応じたきめ細やかな景観形成＞  

 １）五条通沿道（ＪＲ丹波口駅～西大路通）の高さ規制及び景観規制の見直し ※１ 

 ２）歴史遺産型美観地区（一般地区）における適切な勾配屋根の誘導 ※１ 

  ３）幹線道路沿道の地域特性を踏まえたデザイン基準の見直し ※１ 

 ４）両側町の「通り景観」に配慮した景観地区の見直し ※２ 

  ５）室外機等の設備機器に関するデザイン基準の見直し ※２ 

   

 

＜地域のまちづくりの推進と特例制度の活用＞ 

令和２年度には，令和元年６月～７月の市民意見募集を踏まえて，具体的な施策案をとり

まとめ，京都の景観の守るべき骨格を堅持しながら，京都を小さなまちの集合体として捉え，

地域ごとのビジョンや特性に応じたまちづくりを展開し，地域の魅力を高めていく。そして，

個性豊かな地域がネットワーク化した，全体として魅力的な京都の景観を形成する。そうし

たまちづくりを推進するため，「新景観政策の更なる進化」を進めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域の特性に応じたきめ細やかな景観形成 

   

 

 

図表 2-8-7 

※１ 施行日 令和元年１２月６日 

※２ 施行日 令和２年４月１日 
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（６）魅力ある夜間景観づくりに向けて 

京都の新たな価値を創造するため，京都ならではの魅力的な夜の景観づくりに取り組んで

います。 

ア  京都らしい魅力ある夜間景観の創出を図るための調査（平成３０年度実施） 

市内２１箇所で夜間景観の現状調査を行い，個性ある様々な地域において現状や課題分析

を実施しました。 

また，この中からモデル地区として４地区（岡崎地域，円山公園，先斗町・三条大橋，木

屋町通エリア）を選定し，より具体的な詳細調査や改善案の検討を行いました。 

イ  社会実験の実施（令和元年度実施） 

京都市内の５か所のモデル地区（三条大橋，岡崎，西陣，円山公園，木屋町通り）で，実

際の照明器具を設置した照明社会実験およびヒアリング等を実施しました。 

夜間景観の魅力向上に対する効果の検証や，照明設備の設置にかかる技術的な課題等を整

理しました。 

各社会実験の概要 

 

実験箇所 特性 実験期間 

三条大橋   鴨川にかかる橋 令和元年９月１３日（金）～１ 日（日） 

岡崎地域   エリアマネジメントの活動 令和元年１１月１６日（土）～１８日（月） 

西陣地域（鞍馬口通） 職と住が共存する住宅地 令和元年１１月１６日（土）～１２月９日（月） 

円山公園 公園，名勝庭園  令和元年１２月 ６日（金）～８日（日） 

木屋町通   繁華街 令和２年 ２月 ７日（金）～１１日（火・祝） 

 

 【三条大橋】 

 （通常時）                               （点灯時） 

図表 2-8-8 

鴨川の水辺における夜間景観のあり方を検討するため，南面の高欄，桁隠し，橋脚部の仮設の照明装置を設置

する実験を実施した。 
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ウ  京都市景観市民会議での議論（令和元年１２月７日実施） 

京都ならではの趣や暖かみのあるまちの灯りの魅力，闇や暗さとの対比の大切さ，地域ご

との歴史や文化を尊重することの重要性などが議論されました。また，周辺環境にそぐわな

いサーチライトや明るすぎる照明などの弊害についての意見も多く出され，夜の景観に関す

る指針などの必要性が議論されました。 

 

 

（７）歴史的景観の保全に関する景観政策の充実 

京都市内で歴史的景観を構成する寺社やその周辺において，景観に影響を与えかねない事

例が複数発生しており，これに対して，良好な景観の保全を目的に，平成２６年度から歴史

的景観の保全に関する検証事業を実施しました。 

平成２９年度には，世界遺産をはじめとする寺社等とその周辺の歴史的景観を保全するた

め，「景観規制の充実」，「有効

な支援策」，「景観づくりの推

進」の３つを柱とする「歴史

的景観の保全に関する具体的

施策」を取りまとめました。 

平成３０年３月には，京都

市眺望景観創生条例の改正や

京都市景観計画の改定を行い，

平成３０年１０月１日からは，

「事前協議（景観デザインレ

ビュー）制度」を実施すると

ともに，景観に関する様々な

情報を効果的に発信するため

の「景観情報共有システム（ウ

ェブ GIS）」の運用等を開始し

ています。 

市民会議の様子 

 

テーマ：「京都らしい魅力ある夜間景観づくり」 

 

 

 

 

 

  

第１部 話題提供 第２部 ワークショップ 第 3部 全体会議 

 

図表 2-8-9 

「具体的施策」の概要 
 

 

図表 2-8-10 

貴重な京都の歴史的景観を保全するため，地域の歴史や，風土，文化

等，その地域で大切に守っていくべきものを市民や事業者，歴史的資産の所

有者の皆様と共有しながら，３つの柱を一体的に めることとしています。 
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ア  視点場の追加指定 

(ｱ) 境内の眺めを１０箇所追加（オレンジ色の寺社）（合計２７箇所に） 

上賀茂神社，下鴨神社，東寺，清水寺，醍醐寺，仁和寺，高山寺，西芳寺，天龍寺，金閣

寺，銀閣寺，龍安寺，西本願寺，二条城，京都御苑，修学院離宮，桂離宮，北野天満宮，知

恩院，建仁寺，東福寺，南禅寺，大徳寺，妙心寺，相国寺，東本願寺，平安神宮 

(ｲ) 『「しるし」への眺め』に「八坂通からの八坂ノ塔」を追加 

(ｳ) 参道その他境内地周辺の道などを視点場に指定 

上記（ア）下線の寺社等（２３箇所）で，「境内地周辺の眺め」として，寺社等の周辺の道

路等も視点場に指定しました。 

イ  事前協議（景観デザインレビュー）制度の導入 

世界遺産をはじめとする寺社等（２７箇所）とその周辺の建築計画等に対し，本市や専門

家との事前協議を義務付け，対象区域内において地域の歴史，文化，町並み等を生かした良

好な建築計画の誘導を図っています。 

ウ  景観に関する情報を共有・発信するしくみの構築 

(ｱ) 景観情報共有システム（ウェブＧＩＳ）の公開 

市内に存在する景観重要建造物等の位置や特徴，都市計画規制，地域のまちづくりの情報

等，景観を形成していくうえで有用な各種情報について，一元的に地図空間情報（ＧＩＳ）

としてインターネットで発信するシステムを運用しています。 

https://keikan-gis.city.kyoto.lg.jp/keikan/「歴史的資産周辺の景観情報（プロファイル）」 

(ｲ) プロファイルの公開 

事前協議（景観デザインレビュー）制度の対象寺社等（２７箇所）の周辺エリアにおいて，

歴史的資産の価値や特徴，周辺の景観特性，まちの成り立ち等を「歴史的資産周辺の景観情

報（プロファイル）」としてまとめ，公開しています。 

地域の景観特性等を事業者等と共有することによって，事前協議（景観デザインレビュー）

制度を円滑に進めます。 

(ｳ) プロファイルの充実 

「歴史的資産周辺の景観情報（プロファイル）」に，地域の景観の特徴や歴史，文化等に関

する地域ならではの情報を反映するため，地域と協働したワークショップやヒアリング等の

取組を進めています。 

エ  専門家派遣制度の創設 

寺社等の歴史的建築物等の所有者の求めに応じて，歴史的建造物等の維持保全や活用に詳

しい専門家を派遣しています。 

（８）京都市京町家の保全及び継承に関する条例（平成２９年１１月制定） 

京町家は，京都の町並み，歴史・文化の象徴として，四季折々の自然を感じる生活文化な

ど，暮らしの美学や生き方の哲学が凝縮されています。この貴重な財産を保全し，将来の世

代に受け継いでいくため，様々な方々との協働の下に，京町家の保全及び継承を推進するこ

とを目指し，条例を制定しました。 

条例では，京町家の取壊しの危機を事前に把握し，保全・継承に繋げるため，京都市内に
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ある全ての京町家を対象として，解体に係る事前届出制度を導入しました。 

 さらに，趣のある町並み

や個性豊かで洗練された

生活文化の保全及び継承

を効果的に進めるため，個

別の京町家や区域を京都

市が指定し，解体に係る事

前届出を，解体に着手する

日の１年前までに行うこ

とを義務付ける一方で，外

部改修工事にかかる費用

の一部助成が受けられる

ようになるなど，支援の充

実を図っています。 

・指定地区：１２地区 

 ・個別指定：９５８軒 

 （令和２年１２月現在） 

 

（９）独自条例に基づく歴史的建築物の保存活用の推進について 

京都市では，平成２４年４月から，現行の建築基準法では増築等が困難な景観的，文化的

に重要な歴史的建築物について，安全性を確保しながら保存・活用するため，建築基準法の

適用を除外する独自の条例（京都市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例）の運用を開

始しています。 

また，平成２９年４月からは，標準的な京町家の浴室・便所等の水回りの増築や簡易宿所

等への用途変更等の保存活用を行いやすくするため，建築審査会の個別の審議を経ることな

く同意を得て法の適用を除外するための技術的基準（建築審査会の包括同意基準）の運用を

開始しました。 

これまで１７件（令和２年度末時点）がこの制度を活用し，歴史的建築物の保存はもとよ

り，京都市固有の趣ある市街地景観の維持保全に寄与することができました。 

独自条例の適用事例（平成 30年度） 
 

（改修前）                               （改修後） 
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